
 

 

～宇治市中小企業低利融資制度（マル宇）・日本政策金融公庫小規模事業者経

営改善資金制度（マル経）を利用されている方へ～ 

 

利 子 補 給 申 請 を 受 け 付 け て い ま す 

 

宇治市では、市内事業者の経営の安定を図るため、下表の融資制度の利用者に対し、前年

に支払った利子の補給を行います。該当する方にはあらかじめ申請書を送付しています。 

令和６年２月２日（金）まで（必着）に産業振興課へ申請してください。 

また、該当すると思われる方で、申請書が届いていない場合は産業振興課までご連絡く

ださい。 

※令和５年１２月に借入された事業者様には、申請書を１月中旬に送付しておりますの

で２月１３日（火）までに申請してください。 

≪対象者≫ 

下表の融資制度による融資を受け、令和５年１月～令和５年１２月中に利子の支払いが

あり、令和６年１月１日現在において市内に引き続き１年以上住所（法人は本店または支店

登記）のある、市税に滞納のない事業者 
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◆各融資制度の利子補給額と補償対象期間 

融資制度 利子補給額 補給期間 

＜マル宇＞ 

宇治市中小企業低利融資 

融資利率１．３％のうち 

１．３％相当額 
２４ヶ月間 

＜マル経＞ 

日本政策金融公庫 小規模事業者経営改善資金 

支払った利子相当額 

（１．４％を上限とする） 
３６ヶ月間 

 
<お問合せ> 

宇治市産業振興課  

電話０７７４-３９-９６２１ 
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＜お問い合わせ先＞ 

宇治市産業振興課 

０７７４-３９-９６２１ 

 

不妊治療と仕事との両立を支援する助成金等のご案内  

不妊治療を経験した方のうち１６％（男女計（女性は２３％））が、不妊治療と仕事を両立できずに離職しています。 
両立に困難を感じる理由には、通院回数の多さ、精神面での負担の大きさ、通院と仕事の日程調整の難しさなどが

あります。 
 労働者の中には、治療を受けていることを職場に知られたくない方もいます。また、職場内では、不妊治療につい
ての認識があまり浸透していないこともあります。企業には、不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場環
境の整備が求められています。 

中小企業の事業主の皆様に対する２つの助成金があります。 

〇働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 
 不妊治療に利用できる特別休暇制度(多目的・特定目的とも可)を導入した事業主を助成します。 
 
〇両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース) 
 不妊治療に利用できる休暇制度や両立支援制度(所定外労働の制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタ
イム制、テレワーク)を整備し、労働者に実際に利用させた事業主を助成します。 
 
 

 

～労働者が安心して働き続けられる職場環境のために～ 

事業主の皆様に対する助成金の支給 

☆助成金の支給要件の詳細や具体的な手続き、各種申請書のダウンロードはこちら 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html 

 
 

「不妊治療を続けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」(事業主・人事部門向け) 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30k.pdf 

不妊治療についての解説や企業の事例の紹介などが掲載されています 

 

「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」(本人・上司・同僚向け) 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30l.pdf 

労働者向けに不妊治療の内容や職場での配慮のポイントが紹介されています 

 

「不妊治療と仕事との両立のために」(厚生労働省ホームページ) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html 

有識者による講演をオンラインで配信するなどしています 
 

制度導入マニュアル・啓発資料等のご案内 

【お問合せ】 

宇治市男女共同参画課 

TEL：0774-39-9377 
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30k.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html


 

 

 

 

 

 

【お問合せ】城南勤労者福祉会館 

〒611-0043 宇治市伊勢田町新中ノ荒 21-8（8：30～20：00） 

 TEL：0774-46-0688 FAX：0774-46-0780 

HP ：http://www.jyonan.ac.jp/ ※第 3水曜日休館 

城南勤労者福祉会館教室のご案内 
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城南勤労者福祉会館では、下記の教室を開催します。ご参加をお待ちしています。 

★受講申し込みは、京都府内に住所を有する方、または京都府内に勤務している方に限ります。 

★受付開始日以降に受講料を持参の上、直接、当館窓口にお申込みください。 

講座名 受付開始日 開催期間 開催曜日 開催時間 回数 定員 受講料

ペン字・書写教室 3月4日（月）
4月4日～
　　　7月4日

第1木曜日
午後1時30分
　～2時30分

4回 10人 3,000円

キッズ英語教室
えいごであそぼう

3月6日（水）
4月6日～

　　　7月20日
毎週土曜日
(5/4休講)

午前10時～
　　10時50分

15回 12人
12,000円
別途要教材
費

大人の脳トレ
英語学習教室

3月8日（金）
4月8日～

　　　8月26日
第2・4月曜日

(8月は第1・5月曜日)

午前10時～
　　11時30分

10回 10人 9,400円

ハングル入門 3月9日（土）
4月9日～
　　　8月6日

毎週火曜日
午後10時～
　　2時30分

18回 15人
13,800円
別途要教材
費

ハングル初級 3月9日（土）
4月9日～
　　　8月6日

毎週火曜日
午後3時～
　　4時30分

18回 15人
13,800円
別途要教材
費

フラワーアレンジメント 3月11日（月）
4月11日～
　　　9月12日

第2木曜日
（8/8休講）

午前10時～
　　　　　正午

5回 15人
4,500円
別途要教材
費

海外旅行のための
英会話教室

3月12日（火）
4月12日～
　　　7月26日

毎週金曜日
（5/3休講）

午前10時～
　　　　　正午

15回 20人
16,500円
別途要教材
費

楽しいそろばん教室 3月13日（水）
4月13日～
　　　7月27日

毎週土曜日
（6/8休講）

午前10時～
　　10時50分

12回 10人 11,400円

キッズそろばん教室 3月13日（水）
4月13日～
　　　7月27日

毎週土曜日
（6/8休講）

午前11時～
　　11時50分

12回 10人 11,400円

楽しい中国語教室 3月21日（木）
4月20日～
　　　8月3日

毎週土曜日
（5/4休講）

午後6時～
　　7時30分

15回 15人
13,050円
別途要教材
費

生け花を楽しむ教室 3月21日（木）
4月20日～
　　　9月21日

第3土曜日
（5/18休講）

午前10時～
　　　　　正午

5回 15人

4,500円
別途要教材
費
1回1,000円

http://www.jyonan.ac.jp/


うじの生活おうえんクーポンの販売・利用

期間を２月２９日まで延長します。 

 

 

 

 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が長引く状況の中、市内事業者の

売上向上及び生活者支援のため、市内店舗で利用出来るプレミアム付きデジタ

ルクーポンの販売・利用期間を延長することになりました。プレミアム率４０％

のお得なクーポンですので、ぜひご利用ください。 

【販売・利用期間】 令和６年２月２９日（木）まで ※売切次第終了 

<共通券> 販売価格 5,000円(使用額面 6,500円)  

市内に店舗を有する登録事業者で利用可能 

<個店券> 販売価格 5,000円(使用額面 7,000円) 

        大企業・チェーン店・フランチャイズ店・スーパー・コンビニを

除く市内に店舗を有する登録事業者で利用可能(ただし、単一店

舗のみを経営する小規模スーパーのみ対象とする) 

【購入対象者】   宇治市民(市内在住者を含む)、市内在学・在勤者 

【お問い合わせ】  うじの生活おうえんクーポンコールセンター 

          ０７５－７４６－２９９２（平日 9：30～17：30） 

ＱＲコード↓から、購入方法や利用可能店舗など詳細を確認できます。 
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発行 宇治市産業振興課 

宇治市宇治琵琶 45－13 

T E L：0774-39-9621（直通） 

E-mail：sangyoushinkouka@city.uji.kyoto.jp 

宇治労政ニュースのメール配信ご希望の方は、 

産業振興課までご連絡ください！！ 

 

 

 

 


